
標準ガイドライン 改定のポイント
令和5年3月改定



改定ポイント① 標準ガイドライン全体のプロセスを表すイメージの追加

第３編 ITマネジメント 第１章 ITマネジメントの全体像
図３-3 プロジェクト期間を通じた機能改修のサイクル 本ガイドラインにおけるプロジェクトの期間は、当該情報システムのライフサイクル期間とすることを基本

とし、更改の場合は、後続プロジェクトとして当該プロジェクトと分けて管理するものとする。なお、制度や
業務の中で数年単位のサイクルがある場合は、プロジェクトの期間をそのサイクルに合わせて設定するこ
ともできる。
なお、情報システムが本番稼働を開始した後も、制度改正への対応、他の新たなサービスとの連

携、業務内容の変更、利用状況の変化等、プロジェクト期間中に情報システムの状況に変化が生
じ得る。外部環境・内部環境それぞれの変化やモニタリング結果等を踏まえ、図３-3に示すイメー
ジのように、プロジェクトの期間を通じて何度も機能改修のサイクルを繰り返し、情報システムの有
効性を高め続けることにが重要である。

（中略）
３．プロジェクトを適切に推進するために留意すべき事項
1) セキュリティ・バイ・デザインの実施
近年の大規模かつ高度なサイバー攻撃に対応するために、情報システムのライフサイクル全般を
通じてセキュリティ確保に努めること。

2) クラウドサービスの適切な利用
クラウドサービスを活用して情報システムを整備する際は、「政府情報システムにおけるクラウド
サービスの適切な利用に係る基本方針」の記載に従って、適切にクラウドサービスを利用すること。

3) 情報システムの安定的な運用
プロジェクトの推進においては情報システムの整備を確実に行うことに着目しがちであるが、
情報システムが本番稼働を開始した後も、日頃の運用・保守作業を確実に行い、利用者が
情報システムを安定的に利用できるように努めること。その上で、機能改修のサイクルを繰り返し、
情報システムの有効性を高め続けることも重要である。

4) 非常時におけるプロジェクト推進
平常時のみならず感染症の拡大、大規模災害の発生等の非常時においても、ＰＭＯ等の支援
や助言を受けるなど、適切なサービスを提供するために必要な開発プロセスを経るものとする。

※ 太字下線：今年度の改定箇所

プロジェクトの実施期間に何度も機能改修を繰り返して情報システムの有効性を高めることが重要である旨を記載しました。

この絵を新設



改定ポイント②
「別紙２ 情報システムの経費区分」の整備経費に、「サービス利用料」を新規追加
現行版では運用経費にサービス利用料（クラウド経費等）を分類していましたが、整備経費にも同様にサービス利用料を追加しました。
（クラウドの整備自体の費用や、実証実験（PoC）としてクラウドを利用する場合の費用に対応できるように）

新設

既存記載（変更なし）

整備経費 運用経費



改定内容一覧 （1/4）

今回の改定における標準ガイドラインの改定内容は以下のとおりです。

No 改定概要 改定理由 改定箇所及び改定履歴

1

クラウドサービスを活用して情報システムを整備する際
は、「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切
な利用に係る基本方針」の記載に従って、適切にクラ
ウドサービスを利用する旨を追記した。また、ＰＭＯが
ＰＪＭＯに対して実施する支援内容について、デジタ
ル庁システムが保有する共通機能との連携・活用に関
する記載を追加した。

「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な
利用に係る基本方針」の改定版の公開に伴い、標準
ガイドラインにおいても適切なクラウドサービスの利用を
促進するため。

第2編 第2章 ２．1）イ h）
ＰＭＯのＰＪＭＯ支援に関する記載を修正
第3編 第1章 ３．2）
プロジェクトを適切に推進するために留意すべき事項
について「クラウドサービスの適切な利用」の記載を
追加

2
ＰＪＭＯ体制を構築する際に、業務を十分に遂行す
るのに必要なデジタル関連の実員配置の計画（以降、
「要員計画」という）を策定し、人的資源の適正化を
行うことにより実効的な体制を確立する旨を追記した。

情報システムの開発では、要員の管理が重要であり、
プロジェクト初期から担い手を明確にすることで、プロ
ジェクトの成功率を高める。その手段の一つとして、要
員計画を立てる重要性を示すため。

第2編 第2章 ２．3）ウ
ＰＪＭＯ体制を構築する際に、業務を十分に遂行
するのに必要なデジタル関連の実員配置の計画を
策定し、人的資源の適正化を行うことにより実効的
な体制を確立する旨の記載を追加
第2編 第5章
・特にＰＪＭＯが職員主体開発を行う場合、業務
内容に応じて政府デジタル人材及び高度デジタル
人材の確保・育成を計画的に行う旨の記載を追加
・各府省とデジタル庁との間において、積極的かつ計
画的に人事及び人材交流を推進する旨の記載を
追加
・内部人材の活用においては、ＰＪＭＯに対して、
ＰＭＯ及び必要に応じ人事担当部門が連携・協
力し、サービス・業務改革並びに政府情報システム
の整備又は管理に関する経験が豊富な職員が多く
在籍する他のＰＪＭＯ等から必要な指導及び援
助がなされるよう努める旨の記載を追加



改定内容一覧 （2/4）

（前ページの続き）

No 改定概要 改定理由 改定箇所及び改定履歴

2
（続き）

ＰＪＭＯ体制を構築する際に、業務を十分に遂行す
るのに必要なデジタル関連の実員配置の計画（以降、
「要員計画」という）を策定し、人的資源の適正化を
行うことにより実効的な体制を確立する旨を追記した。

情報システムの開発では、要員の管理が重要であり、
プロジェクト初期から担い手を明確にすることで、プロ
ジェクトの成功率を高める。その手段の一つとして、要
員計画を立てる重要性を示すため。

第3編 第2章 １．3）～ 4）、２．
・ＰＪＭＯ体制を構築する際に、要員計画を立てる
旨の記載を追加
・プロジェクト推進責任者がＰＪＭＯ各担当と事前
調整を行うプロジェクトへの関与の仕方について例
示を追加
・ＰＪＭＯ体制の構築の際に策定する要員計画を

プロジェクト計画書の一部として管理する旨の記
載を追加

第3編 第5章 １．1）
ＲＦＩの実施の際、事業者に対して求める内容に、
ＰＪＭＯが示す要件定義の要件を実現するために
必要な要員の見込みを追加

3
情報システムを構築後、プロジェクトの実施期間に何
度も繰り返して機能改修等を行い、情報システムの有
効性を高めることが重要である旨を、イメージ図として
追記した。

情報システムの構築後も、継続的に情報システムの有
効性を向上させ続けることの重要性を示すため。

第3編 第1章 ２．、３．3）
・プロジェクト期間を通じた機能改修のサイクルについ
てのイメージ図を追加
・プロジェクトを適切に推進するために留意すべき事項
についての記載を追加

4 標準ガイドライン本編のプロジェクトの標準的な活動ス
ケジュールの例を通常規模を前提に差し替えた。

設計開発に２年かかる大規模プロジェクトを前提とした
例示となっていたが、多くのプロジェクトでは単年度で開
発できるものが多いため、読み手が実感しやすくすること
を目的に前提例を変更した。

第3編 第1章 ２．
図３－２を設計・開発が単年度となるスケジュール
に修正。また、プロジェクトでサービスを利用する場
合のスケジュールを追加

改定ポイント①



改定内容一覧 （3/4）

（前ページの続き）

No 改定概要 改定理由 改定箇所及び改定履歴

5
近年の大規模かつ高度なサイバー攻撃に対応するた
めに、情報システムのライフサイクル全般を通じてセ
キュリティ確保に努める旨を追記した。

「政府情報システムにおけるセキュリティ・バイ・デザイン
ガイドライン」の公開に伴い、標準ガイドラインにおいても
情報システムのライフサイクル全般を通じてセキュリティ
確保を促進するため。

第3編 第1章 ３．1）
プロジェクトを適切に推進するために留意すべき事項
に「セキュリティ・バイ・デザインの実施」の記載を追
加

6
ＰＭＯの工程レビュー結果のデジタル庁への通知、デ
ジタル庁による指摘、助言又は指導等に関する記載を
削除した。

「一元的なプロジェクト監理」として実施している執行段
階レビューの中で同等内容を実施していることを踏まえ、
作業重複をなくすため。

第3編 第2章 ４．2）イ ～ ウ
工程レビュー実施手順書の改定に伴い、ＰＭＯのレ
ビュー結果のデジタル庁への通知、デジタル庁による
指摘、助言又は指導等に関する記載を削除

7

クラウドサービスを利用する際に、ＰＪＭＯは、業務及
びデータの把握と分析の結果を踏まえ、クラウドサービ
スで提供される機能の喪失、低下等によるサービス
停止等発生時の機密性・完全性・可用性に対する
影響度の評価を行う旨を追記した。

ISMAP-LIUが令和4年11月1日から運用を開始した
ことに伴い、「ISMAP-LIUクラウドサービス登録規則」
との整合性を確保するため。

第3編 第4章 ２．
クラウドサービスの利用時に、クラウドサービスで提

供される機能の喪失、低下等によるサービス停止等
発生時の機密性・完全性・可用性に対する影響度の
評価を行う旨の記載を追加

8
調達時点で、情報システムの実現案について事業者
の創意と工夫を提案として受けられるように配慮する
よう記載を追加した。また、システム方式の決定につい
て、要件の記載の粒度に配慮するよう記載を追加した。

事業者からの提案を受けるにあたって、創意と工夫のあ
る提案を求め、事業者の自由な提案を妨げるような限
定的な要件の記載を防ぐため。

第3編 第5章 ２．、２．1）エ
・実現案について事業者の創意と工夫を提案として
受けられるように配慮するよう記載を追加
・システム方式の決定について、要件の記載の粒度に
配慮するよう記載を追加

9
システム方式に関する事項において、「政府情報システ
ムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方
針」を参考に、極力クラウドネイティブな構成となるよ
う留意する旨を追加した。

「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係
る基本方針」の改定版でクラウドサービスプロバイダが提
供するサービスを活用する旨が強調されており、整合性
を確保するため。

第3編 第5章 ２．1）ウ b）
システム方式に関する事項について、特にクラウドサー
ビスについては極力クラウドネイティブな構成となるよ
う留意する旨の記載を追記



改定内容一覧 （4/4）

（前ページの続き）

No 改定概要 改定理由 改定箇所及び改定履歴

10

情報システムの操作方法を示すシステム操作マニュア
ルについて、職員も主体的に一緒に作成する旨と、国
民等の多数の利用者が参照するマニュアルについて
は、利用環境に応じて閲覧・検索しやすい形式で提供
するよう努める旨を追記した。

設計・開発事業者に対して作成を求めているシステム
操作マニュアルについて、職員も主体的に作成の関与
を促し、情報システムの利用者にとってより閲覧・検索
しやすいマニュアルの提供を促進するため。

第3編 第5章 ２．1）ウ o）
教育に関する事項について、国民等の多数の利用
者が参照するマニュアルを利用環境に応じて閲覧・検
索しやすい形で提供するよう努める旨の記載を追記
第3編 第7章 ５．5）
・利用者の視点を含めてシステム操作マニュアルを作
成するよう記載を追記
・システム操作マニュアルの作成について、国民等の
多数の利用者が参照するマニュアルを利用環境に
応じて閲覧・検索しやすい形で提供するよう努める
旨の記載を追記

11
非機能要件で検討すべき事項の一つである「システム
稼動環境に関する事項」について、サーバ・クラウド面の
環境の要件だけでなく、クライアント側の要件（対応
OSやブラウザ等）も記載する旨を追記した。

システム稼動環境に関する事項について、クライアント
側の要件（対応OSやブラウザ等）の記載が考慮され
ていなかったため。

第3編 第5章 ２．1）ウ k）
情報システム稼働環境に関する記載に、クライアン
ト側の要件を記載するように修正

12
ＰＪＭＯは、設計・開発事業者に要件定義書と設
計書の整合性の確認結果の報告を求め、設計・開発
事業者とともにその内容の確認を行う旨を追記した。

ＰＪＭＯが要件定義書と設計書の整合性を確認す
ることが望ましいが、実際のプロジェクトでは設計・開発
事業者が作成した設計書が整合性を確認しやすい構
成になっていない場合があるため。

第3編 第7章 ４．2）
ＰＪＭＯは、設計・開発事業者に要件定義書と設
計書の整合性の確認結果の報告を求め、設計・開
発事業者とともにその内容の確認を行う旨の記載を
追記

13 「別紙２ 情報システムの経費区分」の「1）整備経
費」に、新規に「サービス利用料」を追加した。

「サービス利用料」は運用等経費の項目としていたが、
設計・開発段階でクラウドサービスを利用する場合があ
ることに対応するため。

別紙2
「1）整備経費」に、
「サービス利用料」の項目を追加

改定ポイント②


